
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日
6日・振替休日

（皐月）MAY

国税庁が公表しているわが国法人企業の実態調査結果による
と、平成19年度（19年4月～20年3月）の法人数259万社のうち
67.1％に当たる174万社が赤字法人でした。赤字法人割合は、ここ
10年近く7割弱で推移していますが、昨年秋以降の急激な経済不
況により、20年度は7割超となることも予想されます。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

5 2009

ワンポイント

5月の税務と労務

174万社が赤字法人

国　税／4月分源泉所得税の納付

5月11日

国　税／3月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月1日

国　税／9月決算法人の中間申告

6月1日

国　税／6月、9月、12月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 6月1日

国　税／個人事業者の消費税等の中

間申告（年3回の場合） 6月1日

国　税／確定申告税額の延納届出に

よる延納税額の納付

6月1日

国　税／特別農業所得者の承認申請

5月15日

地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日
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雇
用
保
険
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
再
就
職
手
当
の
支

給
要
件
の
緩
和
で
、
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、「
基
本

手
当
の
支
給
残
日
数
が
四
五
日
以
上

あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
が
撤
廃
さ

れ
て
、
支
給
残
日
数
が
所
定
給
付
日

数
の
三
分
の
一
以
上
あ
れ
ば
受
給
資

格
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
が
支
給
額
の
引
上
げ
で

す
。
従
来
は
、
基
本
手
当
日
額
に
、

支
給
残
日
数
を
掛
け
た
額
の
三
〇
％

相
当
額
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

れ
が
四
〇
％
相
当
額
に
、
さ
ら
に
支

給
残
日
数
が
所
定
給
付
日
数
の
三
分

の
二
以
上
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五

〇
％
相
当
額
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
支
給
残
日
数
が
三
分
の
二

（
一
〇
〇
日
）
以
上
あ
る
六
〇
歳
以
上

の
高
齢
者
に
は
、
高
年
齢
再
就
職
給

付
金
の
受
給
資
格
も
発
生
し
ま
す
の

で
、
新
た
に
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

を
雇
い
入
れ
る
場
合
は
、
ま
ず
、
基

本
手
当
の
受
給
の
有
無
、
受
給
し
て

い
る
場
合
は
そ
の
日
数
を
確
認
し
た

ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
改
正
点
に
つ
い
て
、
六
〇
歳

以
上
の
定
年
退
職
者
が
、
一
定
の
基

本
手
当
を
受
け
た
後
再
就
職
す
る
場

合
の
保
険
給
付
を
、
基
本
手
当
の
支

給
残
日
数
が
三
分
の
一
未
満
の
場
合
、

三
分
の
一
以
上
三
分
の
二
未
満
の
場

合
、
三
分
の
二
以
上
の
場
合
に
分
け

て
解
説
し
ま
す
。

a

支
給
要
件

再
就
職
手
当
は
、
受
給
資
格
者

（
基
本
手
当
を
受
け
ら
れ
る
資
格
の
あ

る
人
）
が
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た

場
合
（
短
時
間
就
労
者
を
含
む
）
な

ど
次
の
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
た

と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①

就
職
日
の
前
日
ま
で
に
失
業
の

認
定
を
受
け
た
上
で
、
就
職
日
か

ら
受
給
期
間
満
了
日
ま
で
の
基
本

手
当
の
支
給
残
日
数
が
所
定
給
付

日
数
の
三
分
の
一
以
上
あ
る
こ
と
。

②

待
期
期
間
の
経
過
後
に
職
業
に

就
き
、
ま
た
は
事
業
を
開
始
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

一
年
を
超
え
て
引
き
続
き
雇
用

さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
職
業
に
就
く
か
、
事
業

を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

自
己
都
合
に
よ
り
離
職
し
た
人

に
つ
い
て
は
、
待
期
期
間
満
了
後

一
カ
月
間
に
つ
い
て
は
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
ま
た
は
有
料
・
無
料
職
業

紹
介
事
業
者
の
紹
介
に
よ
り
職
業

に
就
い
た
こ
と
。

⑤

受
給
資
格
決
定
日
前
に
採
用
が

内
定
し
た
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
た

も
の
で
な
い
こ
と
。

⑥

離
職
前
の
事
業
主
に
再
び
雇
用

さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

⑦

就
職
日
前
三
年
以
内
の
就
職
に

つ
い
て
、
再
就
職
手
当
ま
た
は
常

用
就
職
支
度
手
当
の
支
給
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

⑧

申
請
後
ま
も
な
く
離
職
し
た
も

の
で
な
い
こ
と
。

s

申
請
手
続
き

手
続
き
は
、
原
則
と
し
て
、
安
定

し
た
職
業
に
就
い
た
日
の
翌
日
か
ら

一
カ
月
以
内
に
、
本
人
が
住
所
地
を

管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
、
受
給

資
格
者
証
を
添
付
し
て
「
再
就
職
手

当
支
給
申
請
書
」
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
い
ま
す
（
郵
送
可
）。

a

支
給
要
件

高
年
齢
再
就
職
給
付
金
は
、
次
の

要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
た
と
き
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

①

六
〇
歳
に
達
し
た
日
以
後
安
定
し

た
職
業
に
就
く
こ
と
に
よ
り
雇
用

保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
。

②

六
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
一

般
被
保
険
者
（
短
時
間
就
労
者
を

含
む
）
で
あ
る
こ
と
。

③

就
職
日
の
前
日
に
お
け
る
基
本

手
当
の
支
給
残
日
数
が
一
〇
〇
日

以
上
あ
る
こ
と
。

④

基
本
手
当
の
算
定
基
礎
期
間

（
直
近
の
被
保
険
者
期
間
）
が
五
年

以
上
あ
り
、
そ
の
受
給
資
格
に
基

再
就
職
手
当

高
年
齢
再
就
職
給
付
金
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づ
く
基
本
手
当
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
こ
と
。

⑤

被
保
険
者
に
支
払
わ
れ
た
再
就

職
後
の
支
給
対
象
月
の
新
賃
金
月

額
が
、
基
本
手
当
日
額
の
算
定
の

基
礎
と
な
っ
た
賃
金
月
額
に
比
べ

て
七
五
％
未
満
に
低
下
し
た
こ
と
。

ち
な
み
に
、
高
年
齢
再
就
職
給
付

金
は
、
賃
金
に
残
業
手
当
等
も
含

ま
れ
ま
す
（
賃
金
の
低
下
率
が
同

率
で
な
い
）
の
で
、
毎
月
の
支
給

額
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

s

支
給
額

支
給
額
は
、
各
支
給
対
象
月
ご
と

に
そ
の
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
低

下
率
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
計
算
式

か
ら
求
め
ま
す
が
、
最
大
で
も
新
賃

金
月
額
の
一
五
％
（
直
近
の
基
本
手

当
日
額
を
三
〇
倍
し
た
額
が
新
賃
金

月
額
と
比
べ
て
六
一
％
以
下
と
な
っ

た
場
合
）
で
す
。

d

申
請
手
続
き

で
き
れ
ば
被
保
険
者
資
格
取
得
届

と
一
緒
に
「
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付

受
給
資
格
確
認
票
・
（
初
回
）
高
年

齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
」
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
所
轄
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
た
ほ
う
が
事
務

手
続
き
は
ス
ム
ー
ズ
で
し
ょ
う
。

高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金

を
受
給
後
離
職
し
た
人
で
あ
っ
て
、

一
〇
〇
日
以
上
の
基
本
手
当
を
残
し

た
人
を
雇
い
入
れ
た
場
合
は
、
高
年

齢
再
就
職
給
付
金
の
支
給
要
件
を
満

た
し
て
い
れ
ば
、
過
去
に
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
を
受
け
て
い
た

か
ど
う
か
に
関
係
な
く
高
年
齢
再
就

職
給
付
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
再
就
職
手
当
と
は
選
択

受
給
と
な
り
ま
す
。
基
本
手
当
を
全

く
受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
六
五

歳
に
な
る
ま
で
再
び
高
年
齢
雇
用
継

続
基
本
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
で
あ
っ
て
、
高
年
齢
再
就
職
給
付

金
の
受
給
を
希
望
す
る
場
合
は
、
特

別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
が
在
職
支

給
停
止
の
し
く
み
に
よ
り
支
給
調
整

さ
れ
ま
す
。

Ｋ
さ
ん
が
六
〇
歳
の
定
年
で
離
職

し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
給
料
等
が
以

下
の
と
お
り
と
し
た
場
合
の
給
付
内

容
は
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

基
本
手
当
の
所
定
給
付
日
数
…

一
五
〇
日

基
本
手
当
日
額
…
六
、
五
九
九

円再
就
職
後
の
給
料
…
二
二
万
円

（
六
〇
歳
到
達
時
の
半
額
）

a

支
給
残
日
数
が
四
五
日
（
支
給

残
日
数
が
三
分
の
一
未
満
）
の
場
合

再
就
職
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当

し
ま
せ
ん
の
で
、
保
険
給
付
は
行
わ

れ
ま
せ
ん
。

s

支
給
残
日
数
が
五
〇
日
（
支
給

残
日
数
が
三
分
の
一
以
上
三
分
の

二
未
満
）
の
場
合

支
給
残
日
数
が
、
所
定
給
付
日
数

の
三
分
の
一
以
上
あ
り
ま
す
の
で
、

一
時
金
で
再
就
職
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

再
就
職
手
当
の
額
は
、
基
本
手

当
日
額
に
支
給
残
日
数
を
掛
け
た

額
の
四
〇
％
（
円
未
満
の
端
数
は

切
捨
）
で
す
。

六
、
五
九
九
円
×
五
〇
日
×
〇
・

四
＝
一
三
一
、
九
八
〇
円

d

支
給
残
日
数
が
一
〇
〇
日
（
支

給
残
日
数
が
三
分
の
二
以
上
）
あ

る
場
合

再
就
職
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
の
支
給
額
は
、
基
本
手

当
日
額
に
支
給
残
日
数
を
掛
け
た

額
の
五
〇
％
で
す
。

こ
の
他
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
の

支
給
要
件
も
満
た
し
て
い
ま
す
の
で
、

同
給
付
金
も
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
六
〇
歳
以
後
再
就
職
し
て
、
同

一
の
就
職
に
つ
き
再
就
職
手
当
と
高

年
齢
再
就
職
給
付
金
の
両
方
が
受
け

ら
れ
る
場
合
は
い
ず
れ
か
一
方
を
選

択
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

基
本
手
当
日
額
や
再
就
職
後
の

新
賃
金
で
支
給
額
が
変
わ
り
ま
す

の
で
、
実
際
に
計
算
す
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

①
　
再
就
職
手
当
を
選
択
す
る
場
合

六
、
五
九
九
円
×
一
〇
〇
日
×

〇
・
五
＝
三
二
九
、
九
五
〇
円

②

高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
選
択

す
る
場
合

支
給
残
日
数
が
一
〇
〇
日
で
す

の
で
、
一
年
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

二
二
〇
、
〇
〇
〇
円
×
〇
・
一

五
×
一
二
月
＝
三
九
六
、
〇
〇
〇

円

高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金

を
受
け
て
い
た
人
が
、
離
職
後
基

本
手
当
を
受
け
て
か
ら
再
就
職
し

た
と
き

支
給
残
日
数
に
よ
る
支
給
例
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今
年
か
ら
労
働
保
険
料
の
申
告
・

納
付
時
期
（
年
度
更
新
）
が
以
下
の

と
お
り
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
算
定
方
法
は
従
来
ど
お

り
で
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
支
払
っ
た
賃
金

総
額
に
保
険
料
率
（
労
働
保
険
料
申

告
書
に
印
字
さ
れ
て
き
ま
す
）
を
掛

け
て
算
定
し
ま
す
。

a

手
続
期
間

四
月
一
日
〜
五
月
二
十
日
　→

六
月
一
日
〜
七
月
十
日

s

個
別
企
業
が
延
納
（
３
回
の
分

割
納
付
）
す
る
場
合
の
納
期
限

五
月
二
十
日
、
八
月
三
十
一
日
、

十
一
月
三
十
日→

七
月
十
日
、
十
月

三
十
一
日
、
翌
年
一
月
三
十
一
日

労
働
保
険
事
務
組
合
に
委
託
す
る

場
合
は
、
第
二
期
目
以
降
の
納
期
限

は
二
週
間
遅
れ
と
な
り
ま
す
。

特定理由離職者の創設

雇用保険に「特定理由離職者」制度が
創設されました。
特定理由離職者とは、離職者のうち特

定受給資格者（倒産・解雇等による離職
者をいう。以下同じ）以外の人であって、
期間の定めのある労働契約期間が満了し、
かつ、その労働契約の更新がないこと
（本人が更新を希望したにもかかわらず、
更新についての合意が成立しなかった場
合に限る）等やむを得ないと認められる
理由により離職した人をいいます。
この特定理由離職者に係る基本手当の

受給資格は、特定受給資格者と同様に離
職の日以前1年間に、被保険者期間が通算
して6カ月以上あれば得られます。
また、離職日が、平成21年3月31日か

ら平成24年3月31日までの間にある場合
には、その受給資格者を特定受給資格者
（身体障害者等の就職困難者を除く）とみ
なして基本手当が支給されます。

労災の通院費の
支給対象が改正

従来の労災保険の療養補償給付に係る移
送のうち通院費については、傷病労働者の
住居地または勤務地からおおよそ4㎞の範
囲内にあるその傷病の診療に適した労災病
院または労災指定医療機関（以下「労災指
定医療機関等」という）への通院を基本と
して支給されてきましたが、医療の専門
化・高度化、交通の利便性の高まり等を踏
まえ、通院の支給対象の範囲が見直され、
平成20年11月１日から、移送の範囲が次
のように変わりました。
a 災害現場、自宅などからの医療機関へ
の移送

s 転医（転地療養または帰郷療養を含む）
または傷病労働者の診療を行っている医
師の指示による対診のための移送及び医
師の指示による転院に必要な移送

d 通院

傷病労働者の住居地または勤務地か
ら、原則として片道2㎞以上の通院であ
って、次のいずれかに該当するもの。
① 住居地または勤務地と同一の市区町
村内の労災指定医療機関等への通院
② 同一の市区町村内に適切な労災指定
医療機関等がないため、隣接する市区
町村内の労災指定医療機関等に通院し
たとき（同一の市区町村内に適切な労
災指定医療機関等があっても、隣接す
る市区町村内の労災指定医療機関等の
ほうが通院しやすいときなどを含む）
③ 同一の市区町村内及び隣接する市区
町村内に適切な労災指定医療機関等が
ないため、それらの市区町村を越えた
最寄りの労災指定医療機関等に通院し
たとき
④ 労働基準監督署長が診療を受けるこ
とを勧告した労災指定医療機関等への
通院
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